
佐賀のへそ・ふれあい交流センター「ネイブル」指定管理予定候補者選定委員会設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 本町が執行する公の施設の指定管理者制度に係る指定管理予定候補者（以下「候補者」

という。）の公平な選定及び適正な管理運営の履行の確保に関し、必要な事項を審査するため、

佐賀のへそ・ふれあい交流センター「ネイブル」指定管理予定候補者選定委員会（以下「選定委

員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 選定委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 公の施設について、指定管理者制度を適用させようとする場合、候補者を選定するため必

要な事項の審査に関すること。 

（２） 指定管理者制度に係る協定の履行上の疑義及び履行不能等の処理についての審査に関

すること。 

（３） 前 2号に関する審査結果を町長に報告すること。 

（４） その他、指定管理者の選定に関して、委員長が必要と認める事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 選定委員会は、外部委員をもって組織する。 

２ 選定委員会の外部委員は体育・文化面での活動者代表又は、利用者の代表、施設で提供す

るサービスに関する有識者、会計・経営管理の専門家とし、町長がこれを委嘱する。 

３ 委員の任期は、委嘱日の属する１２月議会定例会閉会の日までとし、再任されることを妨げな

い。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員長） 

第４条 選定委員会に委員長、副委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選により定める。 

３ 副委員長は、委員長が指名する。 

４ 委員長は、選定委員会の会務を総理し、会議の議長となる。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

６ 委員長及び副委員長に事故あるとき、又は委員長及び副委員長が欠けたときは、あらかじめ

委員長が指名する委員がその職務を代理する。 



（会議） 

第５条 選定委員会は、委員長が招集する。 

２ 選定委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、開催することができない。 

３ 選定委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところに

よる。 

４ 委員長は、必要に応じ、選定委員会に委員以外の専門家や学識経験者の出席を求め、説明

又は意見を聴くことができる。 

５ 選定委員会の会議は、非公開とする。 

６ 委員会は、会議に際し、会議録を作成しなければならない。 

 

（除斥） 

第６条 委員が公の施設の指定管理者に応募した団体（以下「応募団体」という。）の代表者又は

役員を構成する立場にある場合には、当該公の施設に関する審議に加わることができない。 

 

（選定基準） 

第７条 選定委員会は、候補者を選定する場合には、当該公の施設の設置目的や性質等を考慮

し、条例等に規定する選定基準に基づき、総合的に判断しなければならない。この場合におい

て、選定基準の具体的な選定項目及び配点は、別表「指定管理者候補選定基準」を基本とす

る。 

 

（候補者の選定方法等） 

第８条 候補者の選定の方法は、応募団体から提出された事業計画書その他評価の対象となる

書類の内容について、原則として応募団体からのプレゼンテーション及び委員によるヒアリング

を実施し、前条の基準に沿った適正な審査を行う。 

 

（委員の責務） 

第９条 委員は、公平、公正に審査を行わなければならない。 

２ 委員は、選定委員会を通じて知り得た情報を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も

同様とする。ただし、江北町及び選定委員会が公表した情報については、この限りではない。 

３ 委員は、個別に応募団体と候補者に関する審議についての接触をしてはならない。 

 

（報告及び決定） 

第１０条 選定委員会は、候補者を選定したときは、速やかに当該選定の結果について町長に報

告するものとする。 

２ 町長は、前項の会議結果を総合的に判断し、適当と認めるときは、候補者を決定する。 



（選定結果の公開） 

第１１条 町長は、候補者を決定したときには、速やかに選定結果及び理由（以下「選定結果等」

という。）を公表する。この場合において、選定結果等の公表に際し、具体的に公表する内容は

次のとおりとする。 

 （１） 候補者の選定を行った公の施設の名称 

 （２） 選定委員会の開催日時、場所 

 （３） 候補者の名称及び選定理由 

 （４） 候補者の選定基準及び総合評価結果 

 （５） その他必要と認められる事項 

２ 候補者の決定があったときには、速やかに選定結果等を応募者全員に通知する。 

 

（選定委員会の庶務） 

第１２条 選定委員会の庶務は、教育委員会こども教育課生涯学習係において処理する。 

 

（委任） 

第１３条 この要項に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に

定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成１８年９月９日から施行する。 

２ 平成２１年９月８日一部改正。 

３ 平成２６年９月１１日一部改正。 

４ 平成２９年９月２２日一部改正。 

５ 令和２年１０月１日一部改正。 

６ 令和７年１０月１日一部改正。 

７ 最初に招集される会議は、第５条の規定に関わらず、町長が招集する。 



別表 

指 定 管 理 者 候 補 選 定 基 準 表 

選定項目（条例で定める選定基準） 審 査 項 目 審 査 のポイント 配 点 

（１） 

利用者の平等な利用の確保及びサ

ービスの向上が図られるものである

こと。 

（手続条例第４条第１項第１号） 

利用者の平等な利

用の確保 

・平等な利用の為の方策（公の施設の設置目的

の理解等）は十分か 
適・否  

（ア） 

利用者に対するサ

ービスの向上 

・利用者等の要望、意見等を迅速に反映させる方

策がとられているか 

・サービス全般について定期的に評価し、改善に

結びつける方策があるか 

１０ 

（２） 

公の施設の効用を最大限に発揮す

るものであること 

（手続条例第４条第１項第２号） 

（イ） 

効用の発揮 

・事業計画の内容が、具体的・現実的であり、か

つ、創意工夫が見られるか 

・施設の町民利用を促進させる方策がとられてい

るか 

・地域や関係団体との連携（交流、協力等）に対

し、積極的で具体的な方策があるか 

３０ 

（３） 

公の施設の適切な維持及び管理並

びに管理に係る経費の縮減が図れ

るものであること 

（手続条例第４条第１項第３号） 

（ウ） 

施設の維持管理の

内容及び手法 

・施設・設備の維持管理の取組内容は適切か 

・利用者の安全性を確保するための方策がとられ

ているか 

・環境に配慮した運営がなされているか 

２５ 

（エ） 

管理に係る経費の

縮減 

次の計算方法により算出する 

 

申請者の点数 

＝ （ａ）／（ｂ） × 配点（１５） 

・（ａ）：申請者間における、提示された町委託費収

入の最低額 

・（ｂ）：申請者が提示した町委託費収入の額 

・得点の小数点以下は切り捨て 

 

１５ 

（４） 

公の施設の管理を安定して行う人

員、資産その他の経営の規模及び

能力を有しており、又は確保できる

見込みがあること 

（手続条例第４条第１項第４号） 

人的能力 
・適切な人員や有資格者を配置し、十分な育成・

研修体制は講じられているか 
適・否  

（オ） 

事故・災害時の対

応体制 

・事故及び災害時の対応体制は十分か 

・個人情報の管理体制は十分か 
１０ 

経理的基盤 
・応募者の財務状況は健全か 

・金融機関、出資者等の支援体制は十分か 
適・否  

（５） 

その他 

（手続条例第４条第１項第 5号） 

（カ） 

自主事業、イベン

ト・教室、提案等 

・自主事業の内容が施設の設置目的に合致して

おり、かつ、施設の利用促進を図るためのもので

あるか 

・新たなサービス展開に向けた提案等があるか 

１０ 

合        計 １００ 

 


